
（平成２３年３月１６日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 5 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 3 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 8 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 5 件

年金記録確認群馬地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

群馬国民年金 事案 700 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 59 年６月、同年 12 月から 60 年３月までの期間、62 年２

月から同年３月までの期間及び同年８月から同年 12 月までの期間の国民

年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等   

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

     住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 59 年６月 

             ② 昭和 59 年 12 月から 60 年３月まで 

             ③ 昭和 62 年２月及び同年３月 

             ④ 昭和 62 年８月から同年 12 月まで 

20 歳のときから国民年金に加入し保険料を納付していた。結婚後は

妻が保険料を納付していたが、何度か納付していないこともあって役所

から督促を受けたので、遅れながらもきちんと納付していた。申立期間

の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

         

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、遅れながらもきちんと保険料を納付していたと主張している

ところ、申立期間はいずれも短期間である上、その前後の期間の保険料は

全て納付済みとなっている。 

また、申立期間の前後を通じて申立人の生活状況に特段の変化も認めら

れないことから、申立期間の保険料のみが未納となっているのは不自然で

ある。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 
 



                      

  

群馬国民年金 事案 701 

                                              

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48 年４月から 49 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年４月から 49 年３月まで 

申立期間の国民年金保険料については、父が納付していたはずである。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時、その両親及び弟妹と５人で同居し、父親が

家族の保険料をまとめて納付していたとしており、事実、一緒に保険料

を納付していたとするその弟の申立期間に係る保険料は納付済みである

ことから、その父親が申立人の保険料のみを納付しなかったとは考え難

い。 

また、申立期間は 12 か月と短期間である上、申立人は、申立期間を除

く国民年金加入期間の保険料を全て納付している。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

群馬厚生年金 事案 1124 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額（28 万円）

に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めら

れることから、申立期間の標準報酬月額に係る記録を 28 万円に訂正する

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立期間における上記訂正後の標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除

く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 41 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成 15 年 10 月１日から 17 年６月 21 日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際の

報酬月額よりも低額となっていることが判明した。申立期間の給与振込

額が記録された銀行預金通帳を提出するので、申立期間の標準報酬月額

を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録により、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、平成

15 年９月１日の定時決定により当初 28 万円とされていたものが、同年 11

月 28 日付け及び 16 年 10 月 14 日付けの各随時改定により、15 年 10 月か

ら 16 年６月までは 13 万 4,000 円、また同年７月から 17 年５月までは９

万 8,000 円にそれぞれ減額訂正されていることが確認できる。 

また、オンライン記録により、Ａ社における申立期間当時の複数の同僚

も、申立人同様に、標準報酬月額が減額訂正されていることが確認できる

ところ、前述の複数の同僚は「標準報酬月額の減額訂正は、事業所側が行

った。」と証言している上、当時の社会保険事務担当者は「標準報酬月額

の減額訂正処理は、自分が行ったと思う。」と証言している。 

さらに、Ａ社は、申立期間を通して 28 万円に基づく厚生年金保険料を

申立人の給与から控除していた旨を回答している。 



                      

  

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額に

ついて、その主張する標準報酬月額（28 万円）に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主からの回答により、事業主は、当該減額訂正処

理後の標準報酬月額を社会保険事務所（当時）に届け出ていたため、その

結果、社会保険事務所は、事業主が当初届け出た 28 万円に基づく厚生年

金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 



                      

  

群馬厚生年金 事案 1125 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ所に

おける資格喪失日に係る記録を昭和 47 年４月１日に訂正し、申立期間の

標準報酬月額を 11 万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

   基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

                      

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年３月 29 日から同年４月１日まで 

Ａ社Ｃ所から同社本社へ異動した際の昭和 47 年３月 29 日から同年

４月１日までの期間について、厚生年金保険の記録が無い。60 歳で定

年退職をするまで、同社にのみ勤務してきた。間違いなく社員として

継続して勤務していたので、申立期間について厚生年金保険の被保険

者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された人事記録、辞令及び雇用保険の記録により、申立

人はＡ社に継続して勤務し（Ａ社Ｃ所から同社本社に異動）、申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

なお、異動日については、申立期間当時のＡ社本社の総務課長が「申

立人が実際に赴任したのは昭和 46 年 12 月であるが、正式な異動日とし

ては、47 年４月１日である。」と証言していることや、申立人が「昭和

47 年３月末に家族用の宿舎に引っ越しをした。」と申述していることか

ら、昭和 47 年４月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ所におけ

る昭和 47 年２月のオンライン記録から、11 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義



                      

  

務の履行については、Ｂ社の事業主は、厚生年金保険料を納付したか否

かについて不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事

情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事

務所（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連

資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 

 



                      

  

群馬厚生年金 事案 1126 

  

第１ 委員会の結論 

申立人の申立てに係る事業所における厚生年金保険被保険者の資格喪失

日は、平成８年１月１日であったと認められることから、申立人に係る厚

生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、平成７年７月から同年９月

までは 44 万円、同年 10 月から同年 12 月までは 41 万円とすることが必要

である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年７月 31 日から８年１月１日まで 

    Ａ社に平成７年 12 月まで勤務したが、社会保険事務所（当時）に年

金記録の照会をしたところ、厚生年金保険被保険者資格喪失日が同年７

月 31 日となっているとの回答であった。当時の給与明細等は無いが、

確かに勤務していたので、申立期間について厚生年金保険の被保険者で

あったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の具体的な申述内容及び複数の同僚の証言により、申立人が申立

期間においてＡ社に継続して勤務していたことが認められる。 

また、オンライン記録により、Ａ社において申立人を含む 17 人は平成

７年７月 31 日に厚生年金保険被保険者資格を喪失していることが確認で

きるが、いずれも同年 10 月に随時改定又は定時決定の届出が行われてい

たものの、その後、当該随時改定及び定時決定の取消手続と資格喪失手続

は、同社の全喪日（平成７年 11 月８日）の後の８年４月８日付けで、遡

って行われていることが確認できる上、複数の同僚の証言から、全喪日以

後も、同社が適用事業所としての要件を満たしていたと認められることか

ら、社会保険事務所において、かかる処理を行う合理的理由は見当たらな

い。 

さらに、前述の同僚は「申立人は、Ａ社で管理職であったものの、経営



                      

  

には携わってはいなかった。」と証言していることから、申立人は社会保

険事務に関与していないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該資格喪失

処理を行う合理的理由は無く、有効な資格喪失処理とは認められないこと

から、申立人の資格喪失日に係る記録を平成８年１月１日に訂正すること

が必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、オンライン記録から、平成

７年７月から同年９月までは 44 万円、同年 10 月から同年 12 月までは 41

万円とすることが妥当である。 

 



群馬国民年金 事案 702 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 52 年３月から 54 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等   

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

     住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52 年３月から 54 年３月まで 

申立期間の国民年金保険料については、父が納付していたはずである。

申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得が

いかない。 

            

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、その父親が保険料を納付していたと主

張しているが、保険料を納付するためには、国民年金に加入し国民年金

手帳記号番号の払出しを受けなければならないところ、申立人の国民年

金被保険者資格については、オンライン記録により、昭和 54 年４月に取

得した厚生年金保険の手帳記号番号を基礎年金番号として、基礎年金番

号導入後の平成 13 年９月＊日に新規取得していることが確認でき、申立

人はこの時期に国民年金に加入したものと考えられる。 

また、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与し

ておらず、保険料を納付していたとするその父親は既に他界しているた

め、申立期間当時の国民年金の加入状況及び保険料の納付状況等が不明

である上、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出された形跡もうか

がえない。 

さらに、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 

 



  

群馬国民年金 事案 703 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50 年４月から 52 年６月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

     

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等       

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

        住    所 ：  

                  

    ２ 申立内容の要旨 

     申 立 期 間 ： 昭和 50 年４月から 52 年６月まで 

    昭和 54 年 10 月の結婚を機に、Ａ市役所で働いていた義姉に国民年金

について相談したところ、５年間遡って保険料を納付することができる

と聞いた。私は、50 年４月から働き始めていたので４年間の保険料を

遡って納付することに決め、義姉に国民年金の加入手続及び保険料の納

付を依頼した。保険料を納付した際の領収書を受け取った記憶があるの

で、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ市役所に勤務していたその義姉に相談して国民年金の加

入手続及び保険料の納付を依頼し、申立期間の保険料を納付したと主張

しているところ、同市の国民年金被保険者名簿及び社会保険事務所（当

時）の国民年金被保険者台帳によると、昭和 52 年７月から同年９月まで

の保険料を 54 年 10 月 29 日に、52 年 10 月から同年 12 月までの保険料

を 54 年 12 月 28 日にそれぞれ過年度納付していることが確認でき、その

義姉が国民年金の加入手続を行ったと推察される同年 10 月頃の時点では、

申立期間については時効により保険料を納付することができない。 

また、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡

は見当たらない。 

さらに、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与し

ておらず、申立期間の保険料を納付したとするその義姉も既に他界して

いるため、当時の具体的な国民年金の加入状況及び保険料の納付状況等

が不明である。 

加えて、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことを



  

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 

 



  

群馬国民年金 事案 704 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 53 年 12 月から 54 年 12 月までの期間及び 56 年５月から

61 年３月までの期間の国民年金付加保険料については、納付していたも

のと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等   

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

     住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 53 年 12 月から 54 年 12 月まで 

             ② 昭和 56 年５月から 61 年３月まで 

会社を退職したとき、将来のことを考えて、国民年金に任意加入し付

加年金にも加入して保険料を納付した。申立期間が付加年金に未加入で

付加保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

                                                                                                       

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、国民年金の加入と併せて付加年金に加入

し、付加保険料を納付したと主張しているが、申立人の所持する年金手帳、

国民年金被保険者台帳（特殊台帳）及び市の国民年金被保険者名簿のいず

れにも、申立人が付加年金に加入した形跡がうかがえない。 

また、付加年金に加入すれば、定額保険料と付加保険料を合算した保険

料額の納付書が交付されるが、申立人が所持する国民年金保険料納入通知

書兼領収書に記載されている保険料額は定額保険料のみの金額であり、付

加保険料は含まれていない。 

さらに、申立期間の付加保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに付加保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金付加保険料を納付していたものと

認めることはできない。 

 



群馬厚生年金 事案 1127 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 54 年３月１日から 61 年２月１日まで 

    Ａ社に昭和 54 年３月１日から平成９年４月 16 日まで勤務していたが、

申立期間について、厚生年金保険の加入記録が無い。給与から保険料を

控除されていた記憶があるので、申立期間について厚生年金保険の被保

険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時にＡ社の社会保険事務を行っていた事業主の妻及び複数

の同僚の証言により、申立人が申立期間に同社に勤務していたことは推

認できる。 

しかしながら、当該事業所から提出された申立人に係る健康保険厚生年

金保険資格取得確認通知書控によると、同事業所は、申立人の資格取得日

を昭和 61 年２月１日として届け出ていることが確認でき、この資格取得

日は、同事業所の申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票及びオ

ンライン記録の記録と一致している。 

また、当該事業所は「賃金台帳等の当時の資料は保存されていない。」

と回答しており、申立人の申立期間に係る厚生年金保険の適用状況等につ

いて確認することができない上、前述の事業主の妻は「当時、厚生年金保

険の加入については、従業員の希望を考慮し、希望する者については入社

後すぐに加入手続を行っていた。申立人が申立期間に厚生年金保険に加入

しなかった理由は不明だが、加入していない従業員の給与から当該保険料

を控除していたということは考えられない。」と証言している。 

さらに、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票を確認し

たが、申立期間において、申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠

番も無い。 



  

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

群馬厚生年金 事案 1128 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 41 年８月１日から 42 年６月１日まで 

    Ａ社（現在は、Ｂ社）のＣ本社から同社Ｄ所に転勤した際の申立期間

の標準報酬月額が、実際の報酬月額よりも低額となっている。申立期間

について標準報酬月額を正しく訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社における厚生年金保険の標準報酬月額の記録が、同社Ｃ

本社に係る昭和 40 年 10 月の算定時が５万 2,000 円であるにもかかわらず、

異動後の同社Ｄ所に係る 41 年８月の資格取得時が３万 9,000 円に減額さ

れており、給与明細書等は無いものの、同社Ｃ本社から同社Ｄ所への異動

は、昇進による異動であることから標準報酬月額の減額は考えられないと

して申し立てている。  

しかしながら、Ｂ社Ｄ所から提出された申立人に係る社内履歴によると、

申立期間に係る給与額は３万 8,173 円と記録され、オンライン記録の標準

報酬月額（３万 9,000 円）とも一致しており、遡って標準報酬月額の訂正

が行われた形跡も無い。 

また、申立人が当該事業所で被保険者資格を取得してから約 10 か月後

の昭和 42 年６月１日に厚生年金保険の標準報酬月額が随時改定されてい

るが、当該改定は、転勤後一定期間経過後に給与の昇給があり改定された

ものと考えるのが自然である。 

さらに、オンライン記録によると、申立人とほぼ同時期にＡ社のＣ本社

から同社Ｄ所に異動した従業員３人についても、申立人と同様に標準報酬

月額が２等級ないし４等級下がって記録されており、申立人の標準報酬月

額のみが同僚の取扱いと異なる事情は見当たらない。 



  

このほか、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

群馬厚生年金 事案 1129 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54 年 12 月 18 日から 56 年２月 26 日まで 

Ａ社に昭和 54 年 12 月 18 日に入社したが、厚生年金保険被保険者資

格取得日が 56 年２月 26 日となっている。入社時から厚生年金保険料

を控除されていたと思うので、申立期間について厚生年金保険の被保

険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 54 年 12 月 18 日からＡ社に勤務し、給与から厚生年金

保険料を控除されていたと申述しているところ、同社の元事業主の妻は

「弊社は既に閉鎖しており、関連資料は保管していないため、申立人の

入社日及び当時の厚生年金保険の取扱いについては分からない。」と回

答している上、申立期間当時に同社で厚生年金保険被保険者であった同

僚は、死亡又は連絡先が不明のため証言を得られないことから、申立人

の申立期間に係る厚生年金保険の適用状況等について確認することがで

きない。 

また、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者原票において、申

立人の資格取得日は昭和 56 年２月 26 日と記載されており、オンライン

記録と一致する上、申立期間に健康保険の整理番号に欠番も無い。 

なお、国民年金被保険者名簿によると、申立人は、申立期間を含む昭

和 54 年 11 月から 56 年３月まで国民年金に加入し、当該期間の国民年金

保険料を納付しているが、当該事業所において、同年２月 26 日に厚生年

金保険被保険者資格を取得したことから、同年２月及び同年３月の国民

年金保険料については、同年７月８日に還付されていることが確認でき

る。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について



  

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

群馬厚生年金 事案 1130（事案 132、133 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間①及び②について、船員保険被保険者として船員保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

また、申立人は、申立期間③について、厚生年金保険被保険者として厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 32 年６月１日から同年 10 月１日まで 

             ② 昭和 32 年 10 月 10 日から 33 年２月１日まで 

③ 昭和 53 年 12 月 26 日から 62 年２月１日まで 

 年金事務所で、船員保険の加入記録は昭和 32 年 10 月１日から同年

10 月 10 日までと言われたが、申立期間①及び②についても、継続して

＊釣り漁船に乗り、＊漁を行っており、給与から船員保険料を控除され

ていたので、船員保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

また、Ａ社（Ｂ社、Ｃ社及びＤ社と商号変更）を経営していた昭和

53 年９月１日に厚生年金保険に加入してからは、資格喪失日の平成９

年５月 21 日まで、継続して加入していた。申立期間③について、厚生

年金保険の加入記録が無いが、途中で資格を喪失した覚えは無く、保険

料を継続して納付していたので、厚生年金保険の被保険者であったこと

を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①及び②に係る申立てについては、ⅰ）申立人は、船舶名、

船舶所有者、同僚等に関して記憶していないことから、乗船していた船

舶を特定することができないこと、ⅱ）申立人は、当該船舶の大きさに

ついて 20 トンから 30 トンだったと思うと申述しているが、船員保険法

では総トン数 30 トン未満の漁船に乗り込む船員を被保険者としていな

い上、Ｅ漁業協同組合の担当者は「当時、船員保険の適用を受けていた

＊釣り漁船はほとんど無かった。」と証言していることから、当該船舶



  

は船員保険の適用船舶ではなかったことがうかがえることなどを理由と

して、既に当委員会の決定に基づき申立人に対して平成 20 年 11 月 17

日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

申立人は、今回の申立てに際し、船員保険の加入記録１か月分が申立

人の年金記録に統合されたことを新たな事情としているが、統合された

年金記録は総トン数＊トンの＊運搬船に係るものであり、「乗ったのは

＊釣り漁船であって、＊運搬船に乗った覚えは無い。」とする申立人の

申述とは符合しない上、当該＊運搬船の元乗組員は「元同僚のことは良

く覚えているが、申立人には心当たりが無い。」と証言しており、申立

人の申立期間に係る勤務実態について確認することができない。 

このほか、委員会の当初の決定を変更すべき事情は見当たらないこと

から、申立人が船員保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る船

員保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

２ 申立期間③に係る申立てについては、ⅰ）Ａ社は昭和 53 年 12 月 26

日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、Ｂ社として再度、厚

生年金保険の適用事業所になったのは 62 年２月１日であることから、

申立期間③はＡ社が厚生年金保険の適用事業所となっていない期間であ

ること、ⅱ）仮に、Ａ社が申立期間③に継続して厚生年金保険に加入し

ていたとするならば、報酬月額算定基礎届が８回にわたり届出されてい

るはずであるが、そのいずれの機会においても社会保険事務所（当時）

が、当該届出に基づく申立人の記録の処理をしないとは考え難く、事業

主による当該届出が行われていた形跡も見当たらないこと、ⅲ）Ａ社は

厚生年金保険の適用事業所として確認できないことから、社会保険事務

所が保険料の納入告知を行っていたとは考え難く、保険料を納付してい

た事情もうかがえないことなどを理由として、既に当委員会の決定に基

づき申立人に対して平成 20 年 11 月 17 日付けで年金記録の訂正は必要

でないとする通知が行われている。 

申立人は、今回の再申立てにおいても当初の申立てと同内容を主張し

ているが、これは委員会の当初の決定を変更すべき事情とは認められず、

このほか、委員会の当初の決定を変更すべき事情は見当たらないことか

ら、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間③に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 



  

群馬厚生年金 事案 1131 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55 年４月から 57 年７月まで 

    Ａ社に昭和 55 年４月から 57 年７月まで勤務した。年金事務所の記録

では、同社に勤務した期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、Ａ社に勤務し、厚生年金保険に加入して

いたと申し立てている。 

しかしながら、当該事業所の同僚からは申立人の勤務実態について証言

を得ることができない上、申立人は、申立期間当時において、オンライン

記録により、昭和 55 年５月 15 日から同年８月１日までの期間及び 57 年

２月 26 日から 58 年６月１日までの期間にＢ社に係る厚生年金保険被保険

者であることが確認できるとともに、雇用保険の加入記録により 55 年９

月 15 日から 57 年１月 28 日まではＣ社に勤務していることが確認できる

ところ、申立人は「Ｃ社で営業の仕事をしながら、空いた時間にＡ社でア

ルバイトをしていた。」と申述しており、不定期な勤務であったため厚生

年金保険の被保険者となる加入要件を満たしていなかったと考えられる。 

また、Ａ社の事業主は「当時の資料が無く、従業員も申立人の記憶が無

いため、申立人の在籍及び社会保険の加入等については不明である。申立

期間当時は社会保険に加入している者と加入していない者がいた。」と回

答していることから、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保

険の適用状況等について確認することができない。 

また、当該事業所の従業員は「アルバイトの者もいて、厚生年金保険に

加入していない従業員もいた。」と証言していることから、同事業所では、

全ての従業員を厚生年金保険に加入させる取扱いではなかったことがうか



  

がえる。 

さらに、申立期間に係る当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者原

票によると、申立人の氏名は無く、健康保険整理番号に欠番も無いことか

ら、記録の欠落があったとは考え難い。 

加えて、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 


